
（第17123号）東 京 都 公 報令和2年6月26日（金曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
届
出

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
区
政
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
…
…
…
…
…
…

…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
地
域
生
活
支
援
課
）…
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○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計

画
一
㈩
の
別
に
定
め
る
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
」
の
変
更
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
団
体
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市

及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
の
選
挙
期
日
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市

及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
及
び

同
職
務
代
理
者
の
選
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市

及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
公
報
掲

載
申
請
期
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市

及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
会
の
場

所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
及
び
日
野

市
の
各
選
挙
区
）
に
お
け
る
開
票
事
務
と
選
挙
会
事
務
と

の
合
同
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
九
号

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
規
約
を
変
更
す
る
届
出
を

受
理
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
理
年
月
日

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

二

変
更
の
内
容

次
に
掲
げ
る
経
費
を
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
限
り
、

各
区
市
町
村
の
負
担
と
す
る
。

㈠

審
査
支
払
手
数
料
相
当
額

㈡

財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
相
当
額

㈢

保
険
料
未
収
金
補
塡
分
相
当
額

㈣

保
険
料
所
得
割
額
減
額
分
相
当
額

㈤

葬
祭
費
相
当
額

三

変
更
の
理
由

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
軽
減
に
係
る
経
費
を
各
区
市
町

村
が
支
弁
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
。

四

変
更
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
六

月
十
二
日

武
蔵
村
山
市
大

南
二
丁
目
十
番

五
、
同
番
五
地

先
及
び
同
番
十

一

延
長二

六
・
六
六

幅
員

四
・
八
二

〜
四
・
九
〇

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害



令和2年6月26日（金曜日）東 京 都 公 報（第17123号） ２
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17123号）東 京 都 公 報令和2年6月26日（金曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
五
月
一
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和2年6月26日（金曜日）東 京 都 公 報（第17123号） ４



（第17123号）東 京 都 公 報令和2年6月26日（金曜日）５

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
号

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

東
京
都
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
令
和

二
年
一
月
二
十
三
日
東
京
都
告
示
第
七
十
号
）
一
㈩
の
別
に
定
め
る

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
」
の
一
部
を
令
和
二
年
六
月
一
日
付
け
で
次
の
よ
う

に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
２
の
表
中
「９

．
６
ト
ン

」
を
「１

５
．
５
ト
ン

」
に
、

「１
．
０
ト
ン

」
を
「０

．
９
ト
ン

」
に
、
「１

４
．
５
ト
ン

」
を

「２
２
．
６
ト
ン

」
に
、
「１

．
５
ト
ン

」
を
「０

．
６
ト
ン

」
に

改
め
、
第
３
中
「８

．
１
ト
ン

１
２
．
５
ト
ン

」
を

「１
４
．
１
ト
ン

２
１
．
５
ト
ン

」
に
、

「８
．
１
ト
ン

」
を

４
．
０
ト
ン

１
．
０
ト
ン

１
２
．
５
ト
ン

１
．
５
ト
ン

１
．
６
ト
ン

「１
４
．
１
ト
ン

６
．
１
ト
ン

１
．
０
ト
ン

２
１
．
５
ト
ン

に
改
め
る
。



令和2年6月26日（金曜日）東 京 都 公 報（第17123号） ６
３
．
５
ト
ン

３
．
５
ト
ン

」

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
四
月
一

日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受

け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17123号）東 京 都 公 報令和2年6月26日（金曜日）７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
三
条
第
三

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、

北
区
、
日
野
市
及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
を
次
の
期
日
に
行

う
。な

お
、
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
、
各
選
挙
区
一
で
あ
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
期
日

令
和
二
年
七
月
五
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
五
条
第
三

項
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
の
東

京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市
及
び
北
多
摩

第
三
の
各
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
同
職
務
代
理
者
を
次
の

と
お
り
選
任
し
た
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

大
田
区
選
挙
区

選
挙
長

安
藤

充

大
田
区
羽
田
三
丁
目
一
番
二

号

選
挙
長
職
務

代
理
者

中
山

六
男

大
田
区
下
丸
子
二
丁
目
十
八

番
十
五－

一
〇
四
号

北
区
選
挙
区

選
挙
長

上
川

晃

北
区
赤
羽
北
二
丁
目
一
番
一

号

選
挙
長
職
務

揖
斐

正
吉

代
理
者

北
区
浮
間
三
丁
目
一
番
三－

三
〇
四
号

日
野
市
選
挙
区

選
挙
長

會
津

幸
子

日
野
市
東
豊
田
四
丁
目
十
番

地
の
十
六

選
挙
長
職
務

代
理
者

青
木

義
雄

日
野
市
万
願
寺
三
丁
目
十
二

番
地
の
二
十
二

北
多
摩
第
三
選
挙
区

選
挙
長

大
久
保
政
純

調
布
市
国
領
町
四
丁
目
八
番

地
三

選
挙
長
職
務

代
理
者

清
水

和
夫

調
布
市
上
石
原
一
丁
目
二
十

一
番
地
五

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

東
京
都
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
条
例
第
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選

挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市
及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
に

お
け
る
選
挙
公
報
掲
載
申
請
期
限
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
公
報
掲
載
申
請
期
限

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

午
後
五
時

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選

挙
（
大
田
区
、
北
区
、
日
野
市
及
び
北
多
摩
第
三
の
各
選
挙
区
）
に

お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

大
田
区
選
挙
区

場
所

大
森
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

大
田
区
大
森
本
町
二
丁
目
二
番
五
号

日
時

令
和
二
年
七
月
五
日

午
後
九
時

北
区
選
挙
区

場
所

滝
野
川
体
育
館

北
区
西
ケ
原
二
丁
目
一
番
六
号

日
時

令
和
二
年
七
月
五
日

午
後
九
時

日
野
市
選
挙
区

場
所

日
野
市
市
民
の
森
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

日
野
市
日
野
本
町
六
丁
目
一
番
地
の

三

日
時

令
和
二
年
七
月
五
日

午
後
九
時

北
多
摩
第
三
選
挙
区

場
所

調
布
市
役
所
五
階
特
別
会
議
室

調
布
市
小
島
町
二
丁
目
三
十
五
番
地

一

日
時

令
和
二
年
七
月
六
日

午
前
十
時

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員

補
欠
選
挙
（
大
田
区
、
北
区
及
び
日
野
市
の
各
選
挙
区
）
に
お
い
て
、

開
票
の
事
務
を
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
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東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
分
寺
市
日
吉
町
三
丁
目
一
番
二

十
七
、
同
番
二
十
八
、
同
番
二
十

八
地
先
、
六
番
二
及
び
同
番
二
十

か
ら
同
番
二
十
三
ま
で

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
十
六

番
二
号

野
村
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮
嶋

誠
一

国
分
寺
市
北
町
一
丁
目
十
番
二
十

八
、
十
一
番
四
及
び
同
番
二
十
四

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
一
丁
目

三
十
一
番
十
一
号

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

東
大
和
市
蔵
敷
二
丁
目
五
百
十
番

六
十
六
及
び
五
百
十
一
番

東
大
和
市
中
央
四
丁
目
九
百
六

十
五
番
地
の
百
七
十
一

株
式
会
社
鈴
建

代
表
取
締
役

鈴
木
雄
一
郎

あ
き
る
野
市
野
辺
字
川
原
千
二
百

五
十
五
番
六
、
同
番
十
、
同
番
五

十
一
、
同
番
六
十
三
及
び
同
番
六

十
四

立
川
市
砂
川
町
五
丁
目
一
番
地

の
一

株
式
会
社
カ
オ
ル
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

市
川

雄
二

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

い
な
げ
や
下
石
神
井
店

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
下
石
神
井
四
丁
目
三
十
四
番
二

十
六
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

い
な
げ
や
保
谷
駅
南
店

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
南
大
泉
三
丁
目
十
三
番
三
十
一

号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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一

店
舗
名

い
な
げ
や
練
馬
関
町
南
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
関
町
南
一
丁
目
九
番
四
十
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人
（
株
式
会
社
い
な
げ
や
）

ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員
（
株
式
会
社
い
な
げ
や
）

ほ
か

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

い
な
げ
や
練
馬
南
大
泉
店

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
南
大
泉
一
丁
目
六
番
十
五
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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